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中国における化学物質の環境水に対する基準と分析体制

及川紀久雄 、川 田邦明

2001年11月

キー ワー ド

中国 、化 学物 質 、農薬 、水 、環 境基 準 、分析

 中国の化 学物質規制の うち、環境水(地 表水)に 対す る国家環境保全基 /1地表水環境基準
”GHZB I-1999を 紹介 した

。同基準では、40項 目の化学物質にっいて環境基準が示 されてお り、

日本 における規制状況 と比較 した。 また、同基準 に示 された分析方法な どに基づいて、両国にお

ける化学物質分析体制の現況について比較 した ところ、 日本ではGC!MSが 主流であるのに対 し

て、中国ではGCが 主流である と考 えられた。

 WTO加 盟な どの国際化の動きに伴い中国では化学物質規制が重要 となってきてお り、これ を

ささえるための分析体制や研究体制な どについて把握す ることが、今後の両国の関係 を考 える上

で重要 となる。そ こで、2001年5 ，月並びに7.月 に訪中 した際に、北京市、黒龍江省及び四川省

で訪問 した機関について整備 している機器の状況や聞き取 り調査の概要をあわせて報告 した。



中国における化学物質の環境水に対する基準 と

分析体制の現状

及川紀久雄*、 川 田邦明**

2001年11月

1.は じ め に

 我が国においては、人の健康の保護や生活環境の保全を 目的 として、大気、水、土壌、騒音な

どについて種々の環境基準な どが定 められている。 この うち、水質については、河川、湖沼、海

域や地下水について様々な基準値 などが設定 され るとともに、 これ らの項 目の分析方法が示 され

ている。現行の環境基準などにおいては、従来の金属 ・無機成分に加 え、農薬 をは じめ とす る化

学物質(有 機化学物質)が 多 くを占めているのが特徴 となっている。 こ うした傾 向は規制物質に

留ま らない。環境省が今後優先的に知見の集積 を図るべ き物質 として示 した 「要調査項 目」は未

規制物質であるが、その大部分は化学物質で 占め られているな ど、化学物質に対す る社会的関心

の高ま りを反映 して、環境問題そのものも、化学物質に大 きくシフ トしてきている。

 こうした傾 向は世界的なものであ り、欧米では化学物質対策がいち早 く取 り入れ られてきてい

る。 中国においても、残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants；POPs)の 批准な どの

国際化の動きを受 けて、 ようや く化学物質規制に対す る動 きが見え始めてきた ところである。

 中国 で は、国 家環境 保全 基 準GHZB 1－1999と して、地 表水 の環 境基 準(Environmental quality

standard for surface water)が 示 されてお り、このなかには、化学物質が40項 目含まれている。

これ らの項 目は水質管理 において必ず しも必須項 目とい うわけではないが、同基準において、 こ

れ ら40項 目の環境基準が定められてい るのは注 目に値する。本稿では、化学物質に焦点をあて

て国家環境保全基準GHZB1-1999の 概要 を紹介す るとともに、中国及び 日本における化学物質

の基準値及び分析 方法な どを紹介 し、分析方法現状な どについて比較検討 した。

 WTO加 盟などに伴い、農作物な どに含 まれ る農薬分析は、中国にお ける化学物質問題の もう

ひ とつの大きな関心事項 となっている。そこで、中国にお けるこ うした最近の化学物質規制の動

きをささえるために必須な分析体制や研究体制な どについて把握す るために、2001年5月 並び

に7，月に訪中 した際に、北京市、黒龍江省及び四川省で訪問 した機関の概要 と、その際に実施 し

た聞き取 り調査及び視察の概要 をあわせて報告す る。

*

*

新潟薬科大学

新潟県保健環境科学研究所
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2.日 本の環境基準

2.1 日本における環境基準

 日本 では 「環境基準」のほか、「要監視項 目」が指定され、農薬についてはほかに、「水質評価

指針」などが示 されている。 これ らに規定 されている項 目の うち、化学物質について表1～3に

示す。原則 として要監視項 目には指針値が、また、水質評価指針 には評価指針値が示 されている。

 環境基準は、環境基本法 に基づき、国民の健康 を保護 し及び生活環境を保全す る上で維持す る

ことが望ま しい基準 として設定 され るもので、全公共用水域及び地下水に一律に適用 されている。

環境基準は、 「維持 され るこ とが望ま しい基準」であり、行政上の政策 目標である。26項 目に対

して基準が示 されてお り、この うち表1に 示す16項 目が化学物質である。基準値は年間平均値

とされている。

 要監視項 目は公共用水域な どにおける検出状況 などからみて、引き続 き知見の集積に努めるべ

き項 目として判断 されたものであ り、国な どが公共用水域な どにお ける測定を定期的行 うととも

に、物質の特性 、使用状況などから環境基準健康項 目への移行などを検討することとされてい る。

表1 化学物質に対する環境基準(単 位 ：mg1L)

項 目

ア ル キ ル 水 銀

PCB

ジ ク ロロ メ タ ン

■.基塰庫1 三匸一一
一i検出されない；と

四 塩 化 炭 素

1、2一ジ ク ロ ロエ タ ン

_0.02

0.002と

 0.004
1、1・ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  」 一〇.02

シ ス ー1、2一 ジ ク ・Rエ チ レ'iO.04 一こ

1、1、1一 ト リ クRロzタ ≧ _L圭 一一一

項 目

1、1、2・ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

トリク ロ ロエ チ レン

テ トラ ク ロ ロエ チ レン

1、3一 ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

一_ユ ー基 準 値_一

  10.oos_

   0.03

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チオベンカルブ

_」 ■o.01

 0.002

べ
.之 ゼ ：/

0.006

10.003 __
_0.02 ____

.一一_一 」q二9ユ

     表2

項 目 一_一 _ .i指 針 値
1aa%t， ル 杢   _」0・06
ト71≧ スー1、2一：ジク 巨卩三Eチ ヒ.小 豆年
1、27塑 旦 ヴ ・パ ：/ _一 」0.06
一，%P'ク・ ・ざ とセ 之

__ lo.3
イ ソキサチオン        0.008

要監視項 目に指定 された化学物質 と指針値(単 位、mg1L)

ダイアジノン

zエ ニ ト」望乏塗と(M助
イ ソプロチオラン

オキシン銅(有 機銅)

o.oos

O.005

一ユ

ク ロロタ ロニル(TPN)

0.003

劃

項  目

プロピザ ミ ド
慥竰

EPN

ジク ロノLボス(DDVP)

o.oos

O.006

旱夢≦駕 留C)o.o.。 。，

勉 『 トロ7エ ン(CNP)
06トル エ ン

キ シ レン

o.oos

O.03

0.4

フ タル 酸 ジヂ チノ}△壷 シノL O.06 一一
*：平 成6年3

，月15日 に 削 除
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19項 目に対 して指針値が示 されてお り、この うち18項 目(表2)が 化学物質である。

 水質評価指針は、空中散布農薬な ど一・時に広範囲に使用 され るものでこれ まで公共用水域な ど

での水質汚濁に関す る基準値な どが定め られ ていない農薬について、公共用水域などで検 出され

た場合に水質 の安全性 に係 る評価の 目安を示 したもので、農薬の適正な使用 を図 り、公共用水域

などにおける農薬 による水質汚濁の防止を目指す ものである。 表3に 示す27農 薬 について評価

指針値が示 されている。

 環境省は これ以外に、水環境 中において今後調査を進める際 に優先的 に知見の集積 を図るべ き

物質 として、「要調査項 目」300物 質群を定めている。これ らの物質群は、これまで環境省が実施

した環境調査な どで実際に水環境中か ら検出された物質、一・定量以上製造 ・輸入 ・使用 され てい

る物質、PRTR(環 境汚染物質排 出移動登録)と して登録 されている物質、内分泌攪：乱化学物質(疑

いのあるものも含む)な どか ら選定 されている。要調査項 目の うちの大部分を化学物質が 占めて

いる。環境省では、1998年 以降、これ らの物質群の分析法マニュアル を順次作成す るとともに(環

境庁、1998、1999、2000b)、 全国で環境調査 を実施 している。

3.中 国の環境基準

 中国では、水資源 を保護 し、人の健康を保障 し、生態バ ランスを擁護する目的で、国家環境保

全基準の地表水環境基準(GHZB-1999)が 示 されてい る。この基準は1983年 に始めて公布 さ

れ、1988年 に第一回 目の改正が行われ た。 さらに、1999年 には二度 目の改正が行われ、2000

年1月1日 から実施 され ている。 この基準は、中華人民共和国領土内の河川 、湖水、運河、用水

壅3 公共用水域等における農薬の水質評価指針 と評価指針値(単 位 ：mg1L)
農薬名. 一 …_  _1用.途.⊥ 評価指針値
壬プaジ すン  ー一一一一 殺菌__一〇.3 .
イミダク互プ里 じ    1殺 虫  0.2

甥 茜窟 望釜 」墜 二_10.os_
壬ディフェ≧亦冬(：EDDP)1殺 虫一」0.006  一一

多錨 禦会c)一一一懽 遷
ジ 乞 舅 フ エZチ オ ヒ(ECP)1殺 虫  0.006一

シ 多 トリン
__.   ⊥1塗 菫 一 〇.06

ト些 之 旦杢 ス .メチ ル  __1」 ，，.草  !0.?

圭1窪窪 フV -1齢 巴
ピリダフェ≧乏オ≧ 一_.一.一隧 草一一!0.002        L

zサ ライ ド  …_

農薬名 ____一_⊥ 』1.評 価指針値
ブタミホニー    _J除 草一一 〇.004  一一，
ブ プ ロ フ ェ ジ ン ..._1_除 草 1α91

ペンシク。.ヨ 劃
.0.20.04

ベン型 ド磁 亘) 1騨 _匝 ⊥

プーレチ ラ ク ロール

プ ロベ ナ ゾ ー ル

ブ ロモ ブ チ ド

フル トラ ニル

!除嘆.。」0.04

1除 草_⊥0.05 一⊥

除 草 ■ 一〇.04

ペンディメタリン  
_1除草一 ⊥p.1

マ冠 オ≧1ヱ ラソン)1殺 卑             i(≧OIこ_.
メフェナセ ット ー _J一騨 一一 〇.009
メプロニル  ー_  1」除草 Lo.1
モ リネ ー ト

」徐 韋[.⊥o.，1

 一 亅」塗草_一」0.005」 目
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路、ダムな どの地表水水域に適用 され る。

 この水環境基準では、基準項 目を基本項 目と特定項 目に分類 してい る。基本項 目は全国の河川 、

湖水、運河、用水路、ダムな どの水域に適用 される。特定項 目は特定の水域における特定の汚染

物質に適用 され、県 クラス以上の地方政府の環境保護 を主管する部門が、所在地の環境管理の必

要性 に基づいて選択 し、基本項 目の補足指標 とするものである。

 この基準では地表水 の使用 目的(機 能区分)や 保護 目的 より、水域 を次の五種 に分類 している。

なお、同…水域に複数の機能類別を有す る場合は、最高類別の機能 に従い分類することとされて

いる。

1 主 として源流の水、国家自然保護区域。

H 主 として一級保護区域の集 中型生活飲用水 の水源、貴重 な魚類保護区域、魚類 ・海老の

表4中 国における環境水中の化学物質に対する基準値

輦艶 ⊥日劃

七器 ：N勝、
      006エ

      0.002d

(単位 ：mg1：L)

項  目

ベンゾ回 ピレン

メチル水銀

クロロホルム

緊髴言鑑 驪

蘰蹴鏡 一1圭
{：一噛 化ビ三リデン ヨ

       0.06
        03

■
 0.03a
 O.01a

           0.04

           0.005

           0.005

1、2一トリクロロエタン  0.003

           -1塑997           
0.002

           0.0006

講

.t

 

 

「

一

一

一

0.02a

而 て

0.006d

O.02a

塩化ビニル

⊇キ竺1㊥1竺 ごエ1

謎 董一 一二 二二 壁 ■1：01d7.
工 型 堅 ≧壓 ン

ー 一一 一_0.01_一 一_ _一 一一
キ シ ヒ≧ 一__. 一 一一 〇.5 -o.4・

塑 ・杢 ヒゼ ヒ___0.03.一_. … 一

多；耋ク；鎧 ζ茎量こ 飃 ■ 鉦 一

項  目

隶纖 詈鶏 欝 」脚 ・i
2、4一 ジ ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル

麟 駈 旦本、
 0.05

2、4、6一 トリ ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル

f玉≧空 皇 目 ロ フ ェ ノー ル(PCP)
ニ トロベ ンゼ ン

2、4一ジ ニ ト ロ トル エ ン

0.093

00012 i
.一

〇.ooo2s

フタル酸ジブチル

NDd

1_

 0.017

_0.0003

ア ク リ ロニ トリル

ベ ン ジ ジ ン __ 0.0002

 0.0031
0.oooosa

DDT

HCH (BHC)

リ ン デ ン(v-HCH、 γ一BHC)

!_o.ooi

パラチオン
                }

ー
                一 

一

_0.005

0.000019

メチルパラチオン

0.003

0.0005

マ ラ ソ ン

ジ メ トエ ー ト

ジ ク ロル ボ ス(DDVP)

ヒ契ク ロル ホ ン(DEP)

ア トラ ジ ン

__igρ 〇三_三 」 蔓0τf

t
ト

 一 一_一 一」..0.0001.i._一 三

____ 一_匝0991  0.01s

     ■0.000102fO.003  一
a： 地 表 水1、II、 皿1類水 域 の 有機 化 学 物 質 特 定 項 目基 準 値(GHZB 1-1999) 。

b： 環 境 基 本 法 に 基 づ く環 境 基 準 、 要 監 視 項 目及 び 水 質 評 価 指 針 、c： アル キル 水 銀

e： 指 針 値 、f： 評 価 指 針 値 、 ND： 検 出 され な い こ と.

d ：環 境 基 準 値 、
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皿

W

V

産卵場な ど。

主 として二級保護区域の集 中型生活飲用水の水源 、一般の魚類保護 区域及び水泳区域 。

主 として一般 の工業用水区域及び人に直接接触 しない娯楽用水区域。

主 として農業用水区域及び一般 の景観上必要な水域。

 各環境保護行政主管部門は、この環境基準に基づき、各類別 の水域に対 して監督 ・管理を行 う。

ただ し、単一の漁業保護区域、魚類 ・海老の産卵場 として承認 ・画定 された水域は、別途、漁業

水質基準 に基づいて、また、直接農地灌漑用水 として使われ る都市の汚水や]業 廃水な どは、農

地灌漑水質基準に基づいて管理 され る。 この環境基準については、国家環境保護総局が責任 を持

              表5 地表水環境基準の特定項 目分析方法
項目

ベ ン ゾ[a】ピ レン

メチル 水 銀

ク ロロホル ム

四塩花戻塾

トリ2ロ ロエ チ レン
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プ ロモ ホンレム
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ジ クロ ロメ タン

■
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.GC迭 一 ユ0・001二 一

PTGC法

1、2一ジク ロ ロエ タ ン  『  PTGC法

≒壷塾膣…呈望シ.ヨ驤 墓ヨ1
塩化ビニル         1PTGC塗 iji
ヘ キサ ク ロ ロ嵐 、3一ブ空 ジエ ン1型TGC塗 _」*
ベンゼン   

_
トル エ ン

≡：チ ルベ ンゼ ン

. 一 一 一 一       一 『

.

枢c劃 ⑨。5

 GC法***

_一 一一睡

一… 腱

C法 _!o.oos-

HSGC法 」0.005 一_     
o.os

キ シ レン

ク ロ旦ベ ンゼ ン
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    法  」0：005一
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_…  G(；法_ _ユ.翌L._

           一一GC迭 一土堕0～ここ
p一：i'1・堅 ンゼン 三 _圈 法0005一'一一 一三
HCB    一…_厘 法0.05
PCB    _■Lqc法_ヒ_ =
2、4一 ク嵒Z壬 ノご!・ _1GC法 一i**.
2，4、6一辺 ク・・フ=/一 一wGC法** ..

聾亜 ゼンー一 怪 劃鑼4
2，4一'i=ト ・ トル ヨ ≧

_匸..上GC週 ・・00・3
フタル 酸2ブ チIL     ..Lqc法 一**   }

z.ク リ.ロ≡：ト リル ー

項目 
__コ 笋

o.ジ ク ロ ロベ ン ゼ ン

一i
 測定下限

 mg/L 一    .   皿  一 齟

ベンジ2ン

DDT

HCH

一.._Lqc法.捶_

_1亙y法0.0002

y-HCH

パ ラ チ
ー7r'ン

l
I
l
I
l
ー
」

I
ー
ユ

GC法 0.0002

gq塾

.gq塗_極 」0-6

4
メチ ルパ ラチーオ ン
マ ラ ソン

ジ メ トエ ーF

DDVP
1GC法i.聖90057

GC法 ■0.00054

1GC法 」0.000421

GC法 一.L9・00064

DEP

1GC法

愃c法 1
6。0× 晝0-5

5.1×10-5

ア トラ ジン igq迭 ヒ .

★：暫 時 的 に既 存 の 出版 物 に示 され た方 法 で行 い
、 国 の基 準 方 法 が公 布 され た後 は 、国 家 基 準 を執 行 す る。

**： 分 析 方 法 は 未 公 布 .***： 二 硫 化 炭 素抽 出.FP： 蛍 光 分 光 光 度 、 PT： パ ー ジ トラ ップ 、 HS： ヘ ッ ドスペ ー ス 、

UV法 ：分 光 光 度 法.
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って解釈に当たるとされている。

 この水環境基準には、基本項 目が31項 目、湖水や ダムの富栄養化の抑制 を目的 とした特定項 目

が4項 目、地表水1，II、 皿類水域の有機化学物質の抑制を目的 とした特定項 目が40項 目の合計75

項 目ある。なお、省、自治区及び直轄市の政府は、この環境基準に定められていない項 目に対 して、

地方独 自の補足基準 を定めてもよく、補足基準は国家環境保護総局に報告す ることになってい る。

 表4に 地表水1、 皿、皿類水域に対す る特定項 目(有 機化学物質)40項 目の基準値を示す。比較

のために、 日本における環境基準値などを併記する。

 検査す る項 目のサンプル採取点及 び検査 の頻度は、国家環境検 定技術 の規範 による とされてお

り、水質評価 は、項 目別に基準達成率に より行 うとされてい る。豊水期、平水期、渇水期の特徴

が顕著な水域については、それぞれの時期毎に基準達成率の評価 を行わなけれ ばな らない。時期

毎に最低二つのデー タを必要 とす る。化学物質 については、各時期 における水質基準達成 率が

80%に な らなければな らない とされてい る。 こうした点については、 日本では環境基準の達成 は

年間平均値 を用いて評価することとなってお り(環 境庁1991a)、 両国で異なっている。

4.中 国 と 日本 における分析 方法 の現 況

 日本における環境基準項 目な どの規制項 目の分析方法 として、基本的に気化する物質について

はガスクロマ トグラフ(GC)法 又はガスクロマ トグラフ/質 量分析(GCIMS)法 が、それ以外の物質

については高速液体クロマ トグラフ(HPLC)法 が採用 されている(環 境庁1993b) 。規制項 目の大

部分はGC又 はGCIMSで 測定可能である。分析方法 としてGC及 びGCIMSが 併記 されている

場合であって も、 地方公共団体の環境研究所や分析機関な どでは、実際にはGCIMSで 測定 され

るのが一般的 となってお り、GCを 使用す るのはアル キル水銀やPCBな ど一部の項 目に過 ぎない。

これ はGCIMSの 有す る高選択性や高感度な どの特徴をいか した高精度 な多成分同時分析 が行わ

れているためである。 この背景には、1993年 の環境基準な どの改正に伴い、GC/MSを 多用 した

分析方法が示された ことや、地方公共団体の環境研究所な どにおける1990年 代以降のGC/MS

の急速な普及がある。なお、HPLCに おける低い選択性 を解消す るために、高速液体 クロマ トグ

ラフ/質 量分析(：LCIMS)装 置が徐 々に普及 し始めてお り、環境省な どでは、 LC!MSの 使用 を

前提 とした基礎的検討(環 境庁2000a)、 分析方法の開発(環 境庁1999)や 環境調査な ども実施

しい る。

 中国にお ける環境基準項 目の分析方法はGHZB 1-1999に 示 されている(表5)。 環境基準が

あっても、分析方法が実質的に無い場合 も多い。 このため、暫時的な方法が示 されている項 目もあ

る。これらについては、国の基準方法が公布 され るのを待ち、国家基準を執行す ることとされている。

なお、基準や規範が改正 された場合、その最新版 を使用 しなければな らない と定められてお り
、

後述するよ うに、分析方法 については現在見直 しな どの作業が行われてい る。

 GHZB 1-1999に 示 され て い る分析 方 法 は、ベンゾ[alピレンやベンジジンなど、一部 を除 き基 本的 に

GCで あ り、 日本 な どで現在 一・般 的 に使 用 され て い るGC!MSは 採用 され て い ない。 この背景 に

は、 中国 にお いてGCIMSの 普 及率 が低 い こ とが あ げ られ る。例 えば 、後述 す る よ うに省 レベ ル
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であって もGC/MSは 必ず しも整備 されていない。この理由として、 GCIMS装 置がGCに 比べて

高価 であること、維持管理において高度の知識 ・技術を必要 とす るとともに費用がかか ることな

どがあげ られる。今後、装置の普及 に伴い、分析方法の最新化が図 られ てゆ くもの と思われ る。

5.中 国にお ける分析体制の現状

 中国には様 々な化学物質の研究 ・分析機i関があるが、以下に、2001年5.月 並びに7，月に訪中

した際に、北京市、黒龍江省及び四川省 で訪問 した機関の概要 と、その際に実施 した聞き取 り調

査並びに視察などの概要を報告す る。

5.1中 日友好環境保護 中心

 同中心(セ ンター)は 北京市朝陽区にある。同中心は、中国国家環境保護総局直属の総合研究 ・

管理機関で、国際環境技術協力や国際交流を行 う窓 口である。環境情報部、開放実験室、環境観

測技術部な ど10を 超 える機 関がある。 日本人のJICA専 門家数名 が常駐 してお り、2001年7月

の訪問時 には、 リーダーの山本 秀正 氏、堀井 一雄 氏、藤原 福一 氏、並びに業務協調

員の鈴木 啓史 氏に面会できた。

 中国における化学物質対策 として、堀井専門家か ら、国家環境保全基準GHZB 1-1999な どに

ついて説明を受けた。堀井氏によれば、中国では、化学物質の うち、農薬については食品への残

留 とい う観点か ら監視な どが行われている。また、化学物質の毒性や作業環境 ・室内環境汚染な

どについて も関心が持たれている。 しか し、シ ックハ ウスについては、中国では室内汚染の基準

や測定法はない。また、化学物質の環境調査な どについても現時点では同中心では実態 を把握 し

ていなが、今後、同中心で政策立案に関す る調整機能を果た したい とい う希望は持っているとの

ことであった。同中心にある各組織の職員の研修についてはJICA枠 な どで対応 してお り、 日本

人専門家の招請、中国人研修生の 日本への派遣な どを行 ってきている。研修 を受 けた職員の同中

心へ の定着率は高い とい うことであった。

 中国にお ける環境観測体制な どについて、中国環境観測総站 の斉 文啓 副総工程師(北 京工

業大学 教授)に 説明を受けた。斉副総工によれ ば、中国にお ける環境モニタリングは国家環境

保護総局が管轄す る全国の観測站で実施 している。観測站は内部規定により第1級 か ら第5級 ま

でに分類 されている。 北京にある観測総站は第1級 であ り、第2級 は30省 と北京市、重慶市、

天心市、上海市の34機 関、一般の市は第3級 で29機 関ある。第4級 は1668機 関である。ここで

環境モニ タリングに従事 している職員は2300ヶ 所約3万 人である。原則 として、上部の站は直

下の站 を管理す る。また、抜き打ちで査察も している。なお、大連、西安、成都、深ail及びアモイ

は、いわば2.5級 とい う扱いで、第1級(総 站)が 直接管理 している。観測站の管理項 目は、技

術管理、人員 ・施設の規定、デuタ 管理(精 度管理)な どである(内 部規定により認可す る)。 直

下の站に対 しては、抜 き打ち検査(査 察)を 行い、基準に満たない と資格取 り消 しな どを行 う。

各站の設備については、財政内容によ り大きな差がある。例 えば、2級 の多 くはGCIMSを 整備

しているが、3級 ではGCIMSを 整備 しているのは一部である。 HP：LCは 標準分析法で採用 され

ている方法が少ないので、普及率は低い。LC!MSに ついてはほとんど普及 していない。装置の購
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入や維持管理 は、原則 として地方政府 の負担である。

 大企業 については、設計、施工、稼動において基準 を守 るよ う、地方政府の環境保全局が審査

を行 う(三 同時主義)。 法的義務はないが、大企業は自前の実験室を持 ち、精度管理は国家が指導

す る。1億 元以上の企業 については、そのモニタ リングシステムを総站が新規審査を し、その後は

5年 ごとに審査を受けて認可をもらう。 これは地方政府が審査す る。 また、地方政府の観測所が

年 に1～2回 抜 き打ちの立ち入 り検査 を行い、測定値が基準を30%以 上超 えた場合は、改善する

か排汚税 を支払 う。 この他に、農業、企業、化学工業、石油工業な どのモニタ リングシステムも

存在 しているが、いわゆる民間の分析機 関は無い。

 国家環境保全基準GHZB 1-1999の 化学物質40物 質については、分析方法が示 されてい るも

の といない もの とがある。中国では、環境基準があっても、分析方法が実質的に無い場合 も多い。

また、分析方法が示 されていても妥 当な方法か どうか疑問な場合 もある。 こ うしたことか ら、分

析方法などについて現在見直 し作業を行っている。具体的には、 日本の分析方法な どを参考 に し

ている。

 中国における化学物質の問題 として、キシ レンな どの有害物質による河川汚染事故があった。

なお、黄河及び揚子江については、重点監視河川 としている。化学物質対策 として、北京 自然科学

技術委員会が化学物質に対す るプロジェク トを作った。これ には、北京大学(ダ イオキシン担 当)、

北京工業大学(食 器、容器か らの溶出担 当)、 北京農業大学(農 業関係担 当)、中国科学院生態研

究センター(河 川水、土壌担 当)な どが参加 してい る。

 同中心にある機関の うち、開放実験室な どを見学 した。 ここには、揮発性化学物質の分析 に用

い るヘ ッ ドスペース装置、パー ジ トラ ップ装置 のほか、GC、HPLCな どが整備 されてい る。GCIMS

については四重極型(島 津製)と 二重収束型(日 立製)と が整備 されている。 開放実験室には 日

本でダイオキシン分析の研修 を受けた職員がお り、ダイオキシン分析 に向けて準備 を行 ってい る。

2001年7月 現在、ダイオキシン分析 のためのスペースは確保 されてはいるが、ケ ミカルハザー

ドとしての設備は必ず しも十分 とはいえず、また、専用の高性能GCIMSの 購入予定などはない

とい うことで、分析 については他の機関 と共同で行 う構想 との ことで あった。

5.2北 京 大 学

 北京大学は北京市海淀区にある中国を代表する総合大学のひとつで、特に文科系に伝統がある

とされている。キャンパス内に約30学 系のほか、40を 超える研究所。60を 超 えるセンター、6

つの国立重点研究所、10を 超 える省 の重点研究所などがある。中国ではPOPsや ダイオキシンな

どの化学物質 について対応が求 められているが、北京大学で も有害物質用の実験施 設 を整備中で

ある。 これを担当 しているのは地質学系の陳 左生 副教授である。地質学系の研究棟内には、専

用の空調設備 などを備 えたケ ミカルハザー ド対応の実験室が整備 中で、GC!MSに ついては 日本

製二重収束型の最新の ものが整備 されている。 この施設 は、細部までよく考え られ て作 られた も

ので、空気の流れ、部屋の隅の処理な ど、いたるところに工夫が見 られ る。陳 副教授によれば、

予算が十分でないため、設備 などは十分ではな く、また、中国では、高純度試薬や機器の入手(輸

入)な どについて制限があるため、本格稼動には至っていない。そ こで、新聞な どに啓蒙記事の

掲載を行 うことにより、ダイオキシンな どの化学物質に対す る社会的関心を高めることをめざし

ているとのことであった。
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5.3清 華大学

  清華大学は理工科系に伝統のある総合大学で、北京大学 と双璧をなす とされてい る。北京大

学の1.5倍 といわれる広大なキャンパス内に44学 系や5研 究所な どが立地 している。胡 洪菅

教授(環 境科学与工程系)、 丁 明玉 副教授(化 学系)、 余 剛 教授(環 境科学与工程系) 、

呉 国是 教授(化 学系)、朱 永法 副教授(化 学系)ら と面会 し、日中双方の研究内容を紹介 した。

この うち、清華大学にお ける化学物質に関す る最近の研究 として、環境 ホルモ ンを対象 としたプ

ロジェク ト研究の紹介 があった。 このプロジェク トは余 教授 を リーダー とし
、特に環境 中にお

ける物質変化 について注 目して研究 している。分析方法については中国にお ける “公定法”を採

用 し、GCやGC!MSを 用いて測定 している。 また、こうした研究 とあわせて、分子構造か ら物

性(分 解性な ど)の 予測 も研究 している。

5.4中 国農業部農薬検定所

 同検定所は中央政府の機関で北京市朝陽区にある。中国では農薬について食品への残留などの

観点から関心が高まっている。何 芒兵 副主任、叶 貴標 副処長及び高 暁輝 研究員によ

れば、中国政府 は農薬 に対する基準 を作ってお り、登録農薬を毎年公表 している。同検定所では、

農薬 の安全使用に関する試験な どを行 ってお り、例えば、新 しい農薬については、使用量、使用

効果、安全性な どについてフィール ド試験 も行 っている。その結果 により、使用許可を行った り、

基準の作成を行っている。1980年 代初めか ら農薬の使用基準を作成 してお り、現在、185種 類 に

ついて基準がある。また、20種 の作物で350項 目のデータを基 に国の基準を作っている
。毎年、

登録農薬 を公表 し、100種 の作物で残留農薬の監視を している。農業部の緑色食品の認定は、無農

薬 ・有機肥料がAA級 、化学肥料を少 し使用 しているものがA級 、減農薬がB級 のランク付けを

行 っている。整備 している機器 はGCIMS、 GC、 且P：LCな どである。

5.5中 国農業部蔬菜 品質監督検験測試中心

 同中心は中央政府の機関で北京市朝陽区にある。劉 粛 常務副主任 によれば、ここでは、食品

としての野菜や果物な どを対象 として、標準分析法 を作成 してい る。同中心にはGC!MS 、 GC、

HP：LCな ど化学物質分析 に必要な基本的な設備が整 えられてい る。2000年7 ，月現在、2台 のGC

と1台 のHP：LCで85種 類の農薬を分析する基準分析法のシステムを構築中である。同中心では

地方政府の試験所 に対 して研修を行っている。GC∠MSに ついては同中心では定性 にのみ使用 し

ている。その理由として、地方 にお けるGC!MSの 普及率が低 いことをあげている。

 中国野菜、果物、食品の残留農薬の検査方法はアメ リカ、EU、 日本及びIFOな どの国際基準

を参考に して決めるが、基準値は輸出相手国の ものである。政府 からは、3年 以内に海外の機関

と互いに分析チェックできる共通分析法(ISO法 など)と 相互承認を確立す るよ う指示 されてい

る。

 現在、広東省、浙江省、上海な ど輸出野菜の多い沿岸部では、残留農薬な どの分析検査設備が

整備 されてきてい るお り、国が1000万 元(200万 ドル)出 資 した。深坤1や北京の商社(問 屋)

では独 自に分析機器 を整備 し、野菜 などの残留農薬のチ ェックを しているところもある。分析機関

は現在100ヶ 所以上 あ り、Aラ ンクー研究設備の充実 した もの、 Bラ ンクー省 レベルの もの
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(GC!MS、 HP：LC、 A：FS、 AASな どを整 備)、 Cラ ンク ー市 レベル の もの(GC、 AASな どを整

備)の3ラ ンクに分 け られ てい る。先進 的 な沿岸 部地 域 に比べ て 、内陸部 の 分析機 関 の整備 は これ

か らで あ り、例 えば 、河北省 の11研 究所 でCレ ベル の検 査 シス テム を整備 す る計 画な どを持 っ

てい る とい うこ とで あ った。

5.6 北京島津分析 中心

 島津製作所が中国の機 関との共同研究や 中国に対す る研修 ・講習 ・技術交流な どのために、北

京市西城区に設置 しているものである。小林信弥 常駐代表課長及び林 安男 分析機器事業部

北京駐在課長によれ ば、現在、空軍病院な どと共同研究を実施 している。研修会 として、GC、

HP：LCに ついては月に1度 程度、 GC!MSに ついてはそれ よ りも少ない回数で実施 している。

GCIMSの 場合 は、3日 間で10か ら5人 程度の研修を行 う。講師は同分析中心の中国人スタッフ

が行 う。なお、研修1講習会への参加 は全て無料で、島津ユーザー以外 も受 け入れている。また、

島津の分析 ラボは北京、上海、広州及び昆明に設置 している。 なお、島津製作所 は清華大学 とも

協力関係 を進めている。 また他の企業の活動例 として、ファルマシアが北京測試センター と共同

作業 を行 ってお り、また、アジ レン ト(旧HP)は 科学院生態生物研究所に対 して、パーキンエ

ルマーは清華大学に対 して分析装置 を提供 し技術協力 をしているとの ことである。

5.7黒 龍江省科学院な ど

 黒龍江省科学院は哈爾濱市にある。郭 春景 副院長、唐 瑛佛 高級 工程師並びに于 海 山

弁公室主任 によれば、同科学院は傘下に工業、農業関係 な ど6研 究所及び約30の 公司(会 社)

を有 している。分析に関 しては、GC!MSは なく、GC中 心である。特に残留農薬(農 産物、土壌、

水な ど)の 分析 を念頭 においた新たな分析 中心の構築構想を持っているとい うことである。

 なお、環境関係は同委員会には属 していない。哈爾濱市内には、黒龍江省環境保護科学研究所

及び黒龍江省環境観測 中心站があ り、特に環境保護科学研 究所 はメチル水銀汚染に関 して成果を

あげている(劉 ほか、1998)。 両機 関 ともGCな どは有す るが2001年11月 現在、 GCIMSは 所

有 していない。黒龍江省では、国家環境保全基準GHZB 1-1999に 示 された化学物質について関

心が高 く、省環境観測 中心站では約40種 の化学物質をGCで 測定す るための体制を整備 しつつ

ある。一方、哈爾濱市環境観測 中心站にはGCと ともにGCIMSが 整備 され てお り、省同様 に化'

学物質分析 に対 して高い関心を持っている。

5.8四 川省環境保護研究所

 四川省環境保護研究所 ・四川省環境観測中心站は成都市内に立地 し、GC/MS(HP製)、 GC及

びHPLC装 置な どを保有 している。陳副院長によれば、これ まで化学物質の測定はほ とん ど実施

してお らず、2001年5 ，月現在、国家環境保全基準GH：ZB 1-1999に 示 された化学物質について

の対応は特に考 えていない。四川省 では、成都市な どの市 レベル も含 め、環境 問題 に対す る関心

は高いが、化学物質に対する認識は一般に低い と考えられた。

 以上、訪 中時に訪問 した機関について概要を紹介 した。 これ らの機関は中国全体のごく一部に

過ぎず、これ らの状況か ら中国全体を把握す ることは不可能ではあろ うが、 こうした中国におけ
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る化学物質分析 ・研 究のための体制に注 目す ることは、今後の両国の関係 を考える上でも重要に

なるもの と考 えられる。公表論文で見る限 り、中国では、化学物質に対する組織的な調査 ・研究

な どはほとん どみ られない(川 田、及川 、2001)こ とか ら、今後、中国にお ける分析体制な どの

より一層の整備 とともに、調査 ・研究の進展 を願 うものである。
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